
令和２年度大分県ドローン産業研究開発事業補助金 

応募要領 

 

Ⅰ 申込み方法 

 

補助金の申請を検討されている事業者の皆様へ 
 

● ２０２０年より補助金申請の手続きに、電子申請システム「jGrants」が導入されます。 
jGrantsとは https://jgrants.go.jp  

 
● 電子申請にあたっては、ＧビズＩＤ【gBizプライム】の取得が必要です。（無料） 

※ 取得の手続きには、必要事項を入力して作成した申請者と印鑑証明書を「ＧビズＩＤ

運用センター」へ郵送いただきます。審査に２～３週間を要しますので、余裕をもっ

てご準備願います。 
 

● ＧビズＩＤの詳細については、以下のホームページをご覧ください。 
ＧビズＩＤとは https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 
● 本事業に係る電子申請は、大分県庁ホームページ及び jGrants ホームページ、大分県ド

ローン協議会ホームページをご参照ください。 
大分県庁ホームページ：大分県ドローン産業研究開発事業の公募開始のご案内 
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14240/doronhojyo.html 
 

 
１ 受付方法 

本事業は、電子申請システム「jGrants」から申請してください。 
   ※当該補助金の申請方法は、電子申請のみとなります。 

 
２ 受付期間 

令和２年４月３日（金）～令和２年５月２０日（水）１７:００までに 
電子申請システム「jGrants」から申請してください。  
※新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響で公募期限を延長しました。 

 

３ 申請手続きの受付先及びお問い合わせ先 
   大分県商工観光労働部新産業振興室（大分県ドローン協議会事務局）甲斐・荒木 

  〒870－8501 大分市大手町3丁目1番1号 

電話：097-506-3272 
 
４ 提出書類 

   大分県ドローン産業研究開発事業認定申請書（第１号様式） 

添付書類(1) 事業計画書（第２号様式）  (2) 収支予算書（第３号様式） 

※企業連携体により申請する場合は、構成員間で締結した協定書（第４号様式）を添付してく

ださい。 

 

５ 注意事項 



（１） 事業認定申請書の作成にかかる費用は応募者の負担になります。 

（２） 応募いただいた添付資料等の返却はしません。 

（３） 採択された事業については、概要を大分県ドローン協議会及び県のホームページ等で公開す

ることがあります。 

（４） 応募にあたり、事前に技術面等のアドバイスも行っています。 

アドバイスを希望する方は、大分県産業科学技術センターにお問い合わせください。 

 

（技術面等のお問い合わせ先） 

大分県ドローン協議会事務局（大分県産業科学技術センター）幸・後藤 

〒870－1117 大分市高江西1-4361-10 

電話：097-596-7100 

 

Ⅱ 事業の概要 

 

１ 事業の目的 

 大分県ドローン協議会の会員が取り組むドローンに関連する新たな製品やソフト・サービスの開発

への支援を通じて、協議会会員の取組を加速させるとともに、ドローン産業の育成を図る。 

 

２ 補助対象者 

 次の条件を満たすこと。なお、二以上の協議会会員で構成する企業連携体による申請も可能です。 

① 申請者が、大分県ドローン協議会の会員であること。 

② 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）又は暴力団（同法第２条２号に規定する暴力団

をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

３ 支援内容 

 大分県ドローン協議会会員が実施する、ドローン関連の新製品や新ソフト・サービスの研究開発に

係る経費の一部を補助します。 

 

４ 補助対象経費 

 補助対象となる経費は次のとおりです。 

 （補助金の交付決定後に支出するもので、年度内に補助事業に関して支出する経費に限ります。） 

 

別表（第３条関係） 

事業種別 補助対象経費 補助率 

経費区分 内       容 

製品開発 (1)旅費 事業者旅費 ２／３ 

以内 (2)事務庁費 資料費、印刷費、原稿料、通信運搬費、消耗品費、雑

役務費 
(3)原材料費 主要原料、主要材料及び副資材の購入に要する経費 

(4)機械装置

・工具器具費 

機械装置(又は自社により機械装置を製作する場合

の部品）又は工具器具の購入、試作、改良、据付け

、借用又は修繕に要する経費（外注を含む）、ドロ

ーンの購入も可能（補助金総額の３分の１以内とす

る。） 

(5)外注加工

費 

原材料等の加工及び設計等を外注する際（構築物、

機械装置・工具器具を外注により建造、改良をさせ

る場合を除く）に要する経費 



(6)技術指導

受入費 

外部からの技術指導を特に必要とする場合、技術者

等に支払われる経費 

(7)直接人件

費 

事業に直接関与する者が直接作業時間に対するもの

に限る 

人件費＝時間給×作業時間 

（補助金総額の２分の１以内とする。） 

(8)委託費 共同研究者への委託に要する経費 

（補助金総額の２分の１以内とする。） 

(9)その他の

経費 

上記に掲げるもののほか、測定、分析、解析、試験

、プログラム作成、調査研究等の委託に要する経費

並びに産業財産権の導入に要する経費で、会長が特

に認める経費 

ソフト・サー

ビス開発 

(1)旅費 事業者旅費 １／２ 

以内 (2)事務庁費 資料費、印刷費、原稿料、通信運搬費、消耗品費、雑

役務費 
(3)原材料費 主要原料、主要材料及び副資材の購入に要する経費 

(4)機械装置

・工具器具費 

機械装置(又は自社により機械装置を製作する場合

の部品）又は工具器具の購入、試作、改良、据付け

、借用又は修繕に要する経費（外注を含む）、ドロ

ーンの購入も可能 

(5)外注加工

費 

原材料等の加工及び設計等を外注する際（構築物、

機械装置・工具器具を外注により建造、改良をさせ

る場合を除く）に要する経費 

(6)技術指導

受入費 

外部からの技術指導を特に必要とする場合、技術者

等に支払われる経費 

(7)直接人件

費 

事業に直接関与する者が直接作業時間に対するもの

に限る 

人件費＝時間給×作業時間 

(8)委託費 共同研究者への委託に要する経費 

 

(9)その他の

経費 

上記に掲げるもののほか、測定、分析、解析、試験

、プログラム作成、調査研究等の委託に要する経費

並びに産業財産権の導入に要する経費で、会長が特

に認める経費 

○補助金の上限額は製品開発５００万円、ソフト・サービス開発２５０万円 

○事業の内容がソフト・サービス開発の場合は、製品開発又はソフト・サービス開発どちらでも申請

可能（ただし、両事業種別への重複申請は不可） 

 

５ 補助となる事業期間、補助率、採択件数及び事業内容 

 製品開発 ソフト・サービス開発 

（１）補助期間 採択後 ～ 令和３年２月１５日まで 

（２）補助金額 ５００万円以内 ２５０万円以内 

（３）補助率 ２／３以内 １／２以内 

（４）補助予定件数 ３件 ２件 

（５）補助対象事業内容 ドローンの機体やその付属装置等

の開発 

ドローン活用に資するソフト

ウェアやドローンを活用した

サービス等の開発 



 

５ 審査基準 

 製品開発及びソフト・サービス開発の審査基準は、以下の９項目を考慮して選定する。 

（１）デザインシンキングによる事業実施 

（２）課題設定の妥当性 

（３）課題解決手法・手順の妥当性、新規性・独創性 

（４）事業目標の明確性 

（５）事業の将来性 

（６）地域経済への貢献可能性 

（７）事業実施の確実性 

（８）県内事業所の有無 

（９）働き方改革等（加点項目） 

 

Ⅲ 審査方法 

 有識者等からなる審査委員会の審査を経て、補助対象者を採択します。 

なお、審査委員会においては、事業内容等についてヒアリングを行う予定です。 

審査委員会の日時は別に申請者に通知します。 

 ※審査委員会への出席するための旅費や説明に要する経費については、応募者の負担となります。 

 

Ⅳ 採択された場合の留意点 

 １ 必要に応じて、進捗状況の報告をしていただくとともに、現地訪問のうえ進捗状況を確認させ

ていただくことがあります。 

 ２ 補助金交付申請を受けて、協議会が行う補助金の交付決定以降に支出した経費のみが、補助金

の交付対象となります。 

 ３ 補助事業に要した経費については、証拠書類（見積書、発注書、納品書、領収書等）、現物等に

よる執行の確認を行いますので、証拠書類及び補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿を整備したうえで、補助事業完了後５年間保管していただきます。 

 ４ 補助金は原則精算払とします。 

 ５ 補助事業により設置した構築物や取得した備品等については、一定期間はその処分が制限され

ます。 

 ６ 補助事業の成果については、実績報告により協議会に報告してもらうほか、必要に応じてデー

タ等の提出に協力していただきます。提出された成果については、協議会が実施する事業にお

いて、これを活用することを承諾していただきます。 

 ７ 補助事業終了以降に、普及啓発のためにご協力をお願いすることがあります。（協議会ホーム

ページでの紹介、セミナー等での事例発表など） 

 ８ その他「大分県ドローン産業研究開発事業費補助金交付要綱」「大分県補助金等交付規則」等の

規程に従っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 事務手続きの流れ 

 

電子申請システム「jGrants」により以下の手続きを行うことになります。 

      事業認定申請（事業者→協議会） 

         ↓ 

    審    査（協議会） 

         ↓ 

      事業認定通知（協議会→事業者） 

         ↓  

      補助金交付申請（事業者→協議会） 

         ↓ 

      交付決定通知（協議会→事業者） 

         ↓ 

       補助事業（事業着手から、代金の支払いまで） （事業者） 

         ↓ 

       実績報告 （事業者→協議会） 

         ↓ 

      補助金額の確定（協議会→事業者） 

         ↓ 

      補助金の請求（事業者→協議会） 

         ↓ 

      補助金の交付（協議会→事業者） 


